
 

 

 

 

 

社会課題や地域課題の解決のために公益的な取り組みを 

行う発足間もない市民活動団体の事業に対して、 

活動資金の一部を補助します。 

 

補助対象団体　　設立後 5 年未満の市民活動団体 

補 助 額　　事業費の 3/4（上限 15 万円） 

補助対象期間　　令和 8 年 7 月～令和 9 年 3 月に実施するもの 

団 体 数　　10 団体程度（プレゼンテーション審査により決定） 

応 募 締 切　　令和 8 年 5 月 29 日（金）17 時 

 

※詳細は岸和田市 HP をご覧ください。　 

 

問い合わせ先 

岸和田市　市民健康部自治振興課 

協働推進担当☎072-423-9740（直通） 

✉　　　　　　 jichi@city.kishiwada.lg.jp

補助額 

上限 15 万円 

（事業費の 3/4）

団体数 

10 団体程度

募集案内

応募締切 

令和 8 年 
5 月 29（金）まで


